
 

介護職員等処遇改善加算について（令和 6 年度） 

 

介護老人保健施設 三郷ケアセンター では、令和 6 年 6 月の介護報酬改定より新設された

『介護職員等処遇改善等加算』を算定しております。なお、令和 6 年 4 月、5 月については、

従来の各種処遇改善加算を算定 

  

当該加算における取り組みについては、下記のとおりとなっております。（計画書より抜粋） 

 

○ 処遇改善等加算の対象となるサービス 

施 設 名 ： 介護老人保健施設 三郷ケアセンター 

サービス名 ： 入所サービス 

(介護予防)短期入所療養介護 

    (介護予防)通所リハビリテーション 

 

○ 算定する加算 

介護職員等処遇改善加算 

 

○ 賃金改善を行う賃金項目及び方法 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



○職場環境等要件について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇要件を満たすことの確認・証明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 4 月１5 日 

医療法人社団 愛友会 

介護老人保健施設 三郷ケアセンター 

 


